
 
          

学校給食センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託単価契約仕様書 

 

 

１ 業 務 名    学校給食センター産業廃棄物収集運搬・処分業務委託単価契約 

２ 業 務 内 容    生駒市立学校給食センターの除害施設（加圧浮上方式）におい

て発生した産業廃棄物（以下「産廃」という。）の収集運搬、

中間処理を施し、処分（再生利用）するものとする。 

３ 業 務 場 所    生駒市立学校給食センター  生駒市小明町1787番地28 

４ 廃棄物の種類    「汚泥」 

 （有機性汚泥：含水率＝98.6％ 油膜＝有） 

            別紙試験分析報告書のとおり 

５ 荷    姿    バラ 

６ 有害 物質 等     なし 

７ 処 分 方 法     「再生」又は「中間処理」を行い、再資源化を図る。 

８ 業 務 の 量    数量は、７０トン（見込み）とする。 

※数量はあくまで想定であり、保証するものではありません。 

ただし、毎作業の完了後の実業務量（計量数量）に応じて精算

払いするものとする。 

９ 契 約 方 法     単価契約(１トン当たり)  収集運搬及び処分費用を含む。 

               ※ただし、収集運搬の際、運搬車両の積載上限に達しない場合

も同一の単価とする。 

10 契 約 期 間      契約の日から令和９年３月３１日まで 

11 作 業 日 時     作業日は、夏季・冬季・春季の年３回とし、学校給食休業期間

の内平日（１日間）とし、その都度事前に本市担当職員と打合

せのうえ作業日程を決定する。 

            なお、１回当たりの総排出量は３０トンまでとする。 

作業時間は、原則として午前６時から午前１０時までに完了す

るものとする。 

12 法令等の遵守       (１) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(２) 労働安全衛生法 

(３) 生駒市環境マネジメントシステム 

(４) その他関係法令 

13 作 業 内 容    (１) 収集運搬業務にあたり、学校給食センターの汚水処理施設



 
          

内の産廃を10ｔ積クラスの汚泥吸排車で収集運搬・処分す

ること。 

(２) 汚水処理施設内にある各槽内部の清掃を実施すること。清

掃に用いた洗浄水、希釈水等の汚水についても処分する。

なお、清掃等に用いる水道水は使用可能です。 

（３）作業実施の際は、本市職員の指示に従うこと。 

（４）事故を未然に防止するよう心掛けること。労働安全衛生法

第14条及び同施行令第6条の21号に規定する作業主任者

（酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者）を選任のうえ作業

を行うこと。特に各槽に入る前には、必ず酸素、硫化水素

濃度を測定し、本市職員と共に危険がないことを確認する

こと。 

14 衛 生 管 理    本業務は、学校給食に係るものであることに配慮し、市民に対

して不愉快を与える非衛生行為を行わないよう全作業員に周知

徹底させること。 

15 公 害 防 止    業務に際しては、作業場所に十分配慮した上で、騒音・振動等

作業による影響を極力少なくすること。 

16 作業中及び作業後の清掃 

                    本業務により施設、通路等を汚した場合は、速やかに清掃する

こと。 

17 提 出 図 書 

(１) 本業務に係る産廃の計量は計量証明事業所において計量し、計量

伝票を提出すること。 

(２) 委託者が発行したマニフェストＢ２・Ｄ・Ｅ票    各１部 

(３) 業務完了届                     １部 

18 そ の 他  

(１) 学校給食を調理する場所での作業であるため、学校給食に影響を

及ぼす恐れのある作業や調理業務に支障となる物質を混入させて

はならない。 

（２）業務を行うにあたり、発生した事故及び業務不良により発生した

事故については、受託者が全責任を負うものとする。 

(３) 本仕様書に定めのない事項については、必要の都度、両者が協議

のうえ決定するものとする。 








